
● 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、
本頁掲載内容はすべて現在の法令にもとづくものであり、
今後、法令の改正により変更される可能性があります。
　（2017年7月現在）
● 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関する
詳細につきましては、生命保険契約者保護機構まで直接
お問合せください。
生命保険契約者保護機構 TEL　03-3286-2820
　　ホームページアドレス　http://www.seihohogo.jp/

保険契約者の保護に関する各種制度

生命保険会社の破綻処理手続

　生命保険会社が破綻した場合、以下の2通りの手続きで
破綻処理が進められています。
①更生特例法にもとづく会社更生手続
　裁判所の監督のもとで進められる手続きです。
 　まず、破綻保険会社は、更生手続の開始を裁判所に申立て
ます（金融庁長官が申立てることも可能です。）。この申立てを
受けた裁判所は、開始決定を行うと同時に管財人を選任
します。
　管財人は、破綻保険会社の業務・財産を管理・調査しながら、
保険契約の移転等を柱とする更生計画を作成し、関係者の決議
等を経て、裁判所に認可を求めます。認可後は、更生計画に
もとづいて処理が進められます。

早期是正措置制度

　早期是正措置とは、保険会社の業務の健全かつ適切な運営の
確保と、保険契約者の保護を図ることを目的とした制度で、
ソルベンシー・マージン比率が一定水準を下回った場合に、
その状況に応じて監督官庁が保険会社に対して、業務の改善等
の命令を発出するというものです。
　具体的には、ソルベンシー・マージン比率200%未満が命令
の発動対象となり、その発動基準と命令内容は右表のとおり
となっています。
　また、保険会社の資産・負債の状況や監督官庁に提出した経営
の改善計画の内容によっては、右表のソルベンシー・マージン
比率による区分以外の命令が発出されることもあります。

生命保険契約者保護機構

　生命保険契約者保護機構（以下「保護機構」）は、保険業法に
もとづき1998年12月に設立された法人であり、万一、生命
保険会社が破綻した場合に、相互援助制度としてご契約者を
保護することを目的としています。
●会員および財源
　当社を含む国内で事業を行う全生命保険会社が加入して
おり、財源は原則として会員の負担金により賄われます。
ただし、万一、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した
場合で、生命保険会社各社の負担金だけで資金援助等の対応
ができない場合には、国会審議を経て、国から保護機構に
対して補助金を交付することが可能とされています。
●主な業務内容
　保護機構は、万一、生命保険会社が破綻した場合に、相互
援助制度として、ご契約者等の保護を目的に以下の業務を
行います。
（保護機構の主な業務内容）
①保険契約を引き継ぐ救済会社等への資金援助
②救済会社が現れない場合の保険契約の引き継ぎ
③ 更生手続により破綻処理が行われる場合の保険契約者等
の手続きの代理等

●主な補償内容
　万一、生命保険会社が破綻した場合には、ご契約は以下の
とおり補償されます。

保険種類 補償内容

個人保険
一般のご契約 責任準備金等×90％（注1）

高予定利率契約
 （注2） 責任準備金等×（90％－所定の率）（注1）（注3）

団体保険

一般のご契約 責任準備金等×90％（注1）

高予定利率契約
 （注2）（注4） 責任準備金等×（90％－所定の率）（注1）（注3）

団体年金保険
契約の特別勘定
に係る部分

補償対象外（注5）

（注1） 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益等を財源として
積立てている準備金等をいいます。 
 この制度は責任準備金等を補償するものであり、保険金・年金等を補償するものではありま
せん。従って個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が
補償されるものではありません。

（注2） 高予定利率契約とは、破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率（※1）を超えていた契約
（※2）を指します。

 ※1  基準利率は、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっており、現在の基準利率は3%
です（当社または保護機構のホームページで確認できます。）。

 ※2  一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、高予定利率契約に
該当するか否かの判断は、主契約・特約ごとに行います。

（注3）所定の率＝（過去5年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷2
（注4） 被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者

ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの
判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を
拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断
することになります。

（注5） 更生手続において、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが
可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。）。

◆生命保険契約者保護機構の仕組［概略図］

◆発動基準と命令内容
ソルベンシー・マージンの

状況に係る区分 命令

第一区分
　200%未満100%以上 経営の改善計画の提出およびその実行の命令

第二区分
　100%未満0%以上

社員配当の禁止または抑制、新契約の計算基礎
（予定利率等）の変更等の命令

第三区分
　0%未満 業務の全部または一部の停止の命令

②保険業法にもとづく行政手続
　金融庁長官の命令にもとづいて進められる手続きです。
　まず、金融庁長官は、破綻保険会社の業務の全部もしくは
一部の停止を命令し、保険管理人による業務および財産の管理
を命ずる処分を行い、保険管理人を選任します。
　保険管理人は、破綻保険会社の業務・財産を管理・調査
しながら、保険契約の移転等を柱とする業務および財産の管理
に関する計画を作成し、金融庁長官に承認を求めます。承認後
は、この計画にもとづいて処理が進められます。
　上記いずれの手続きが取られるかについては、明確な規定は
なく、また、いずれの手続きでも、生命保険契約者保護機構に
よる補償内容（下記参照）に違いはありません。
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を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約
の相手方である指定生命保険業務紛争解決機関
の商号又は名称  

　　 指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない
場合、当該生命保険会社の法第105条の２第１項
第２号に定める生命保険業務に関する苦情処理
措置及び紛争解決措置の内容    59

 ５ 個人データ保護について    91･124
 ６ 反社会的勢力との関係遮断のための基本方針    91

Ⅷ 特別勘定に関する指標等
 １ 特別勘定資産残高の状況    200
 ２  個人変額保険及び個人変額年金保険特別勘定
資産の運用の経過    200

 ３ 個人変額保険及び個人変額年金保険の状況
  （ １ ） 保有契約高    200･203
  （ ２ ）  年度末資産の内訳    200･203
  （ ３ ）  運用収支状況    201･203
  （ ４ ） 有価証券等の時価情報
     　（有価証券）    201･203
     　（金銭の信託）    201･203
     　（デリバティブ取引）    202･203

Ⅸ 保険会社及びその子会社等の状況
 １ 保険会社及びその子会社等の概況
  （ １ ） 主要な事業の内容及び組織の構成    125
  （ ２ ） 子会社等に関する事項    126
     （名称）    126
     （主たる営業所又は事務所の所在地）    126
     （資本金又は出資金の額）    126
     （事業の内容）    126
     （設立年月日）    126
     （ 保険会社が保有する子会社等の議決権の

総株主又は総出資者の議決権に占める
割合）    126

     （ 保険会社の一の子会社等以外の子会社等が
保有する当該一の子会社等の議決権の総株主
又は総出資者の議決権に占める割合）    126

 ２ 保険会社及びその子会社等の主要な業務
  （ １ ） 直近事業年度における事業の概況    207
  （ ２ ） 主要な業務の状況を示す指標    207
     　（経常収益）（経常利益又は経常損失）
     　（親会社に帰属する当期純剰余又は
     　  親会社に帰属する当期純損失）
     　（包括利益）（総資産）
     　（ソルベンシー･マージン比率）
 ３ 保険会社及びその子会社等の財産の状況
  （ １ ） 連結貸借対照表    208
  （ ２ ） 連結損益計算書及び連結包括利益計算書（＊3）
     　（ 連結損益計算書）    209
     　（ 連結包括利益計算書）    209
  （ ３ ） 連結キャッシュ・フロー計算書    210
  （ ４ ） 連結基金等変動計算書    212
  （ ５ ） リスク管理債権の状況    224
     　（破綻先債権）（延滞債権）
     　（３カ月以上延滞債権）（貸付条件緩和債権）
  （ 6 ）  保険会社及びその子会社等である保険会社

の保険金等の支払能力の充実の状況 
（連結ソルベンシー・マージン比率）    225

  （ 7 ）  子会社等である保険会社の保険金等の支払
能力の充実の状況 
（ソルベンシー･マージン比率）    226

  （ 8 ） セグメント情報    226
  （ 9 ）  連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結

基金等変動計算書について金融商品取引法に
基づき公認会計士又は監査法人の監査証明
を受けている場合にはその旨 
    該当せず（ご参考223）

  （ 10 ）  代表者が連結財務諸表の適正性、及び連結
財務諸表作成に係る内部監査の有効性を
確認している旨    222･223

  （ 11 ）  事業年度の末日において、子会社等が将来に
わたって事業活動を継続するとの前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況その他
子会社等の経営に重要な影響を及ぼす事象が
存在する場合には、その旨及びその内容、当該
重要事象等についての分析及び検討内容並びに
当該重要事象等を解消し、又は改善するための
対応策の具体的内容    該当せず

（＊1）  連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合は不要と
する。

（＊2）  金融商品取引法に基づき有価証券報告書に確認書を
添付する会社、及び連結財務諸表を作成する会社は不要
とする。

（＊3）  「連結損益計算書」、「連結包括利益計算書」は、単一の
計算書に表示する方法により、「連結損益及び包括利益
計算書」として記載することができる。
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五十音順索引  （業績に関する諸資料除く）

あ
あいおいニッセイ同和損害保険     116
インターネット（ニッセイホームページ）     42･61
営業職員（ニッセイトータルパートナー）     40
沿革     102
お客様本位の業務運営     59

か
格付け     24
価値創造モデル     14
勧誘方針     91･124
企業保険インターネットサービス（企保ネット）     119
基金     51･143
基礎利益     20
金融ADR制度     59
金融機関     40
クーリング・オフ制度     121
ケア・ガイダンス・サービス     116
経営基本理念     表紙裏
決算説明会     64
健康経営     56
コーポレートガバナンス基本方針     84
コーポレートガバナンス体制     74･82
告知義務と告知義務違反     120
ご契約者配当     25
ご契約内容確認活動     60
ご契約内容のお知らせ     60
ご契約のしおり－定款・約款     121
個人情報保護方針     91･124
コンプライアンス（法令等遵守）     89

さ
事業系統図     125
自己資本     22･51
資産運用収益     21
実質純資産額     24
指定代理請求制度     123
社員・社員投票     75･77･105
社会貢献活動（CSR）     65
社外弁護士相談制度     123
従業員の状況     108
人財価値向上プロジェクト     54
スチュワードシップ・コード     49
ずっともっとサービス     115
生命保険契約者保護機構     233
責任準備金     26
セクイス・ライフ     45
早期是正措置制度     233
相互会社     74･75
総資産     21
総代     77･104
総代会     76
総代会傍聴制度     76
総代候補者選考委員     106
総代候補者選考委員会     77
総代懇談会     76
組織の状況     107
ソルベンシー・マージン比率     23
損益計算書     27

た
貸借対照表     26
ダイバーシティの推進     55
代理店     41
中期経営計画     32

長生人寿     45
ディスクロージャーの充実      88
デュアルドリーム     38
店舗型乗合代理店     41
店舗網一覧     109
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会     72
トップメッセージ（経営基本方針）     8

な
内部統制システム     89
ニッセイアセットマネジメント     46
ニッセイコールセンター      42･ 巻末
ニッセイ懇話会     80
ニッセイ・ニュークリエーション     69･70
ニッセイ・ライフプラザ     40･111
日本生命グループの概要     6
日本生命のあゆみ     2

は
はいっ！ TEL     43
破綻処理手続     233
パナゴラ     46
バンコク・ライフ     45
反社会的勢力への対応     91
引受・支払体制     62
評議員     106
評議員会     80
プラチナフェニックス     37
米国日生     44
ベストドクターズ・サービス     116
法人ずっともっとサービス     119
法人向けサポート     41
保険金・給付金のお支払状況     63
保険金・年金・給付金のお支払金額     29
保険引受リスク管理     93
保険料等収入     20
ポスト・アドバイザリー・グループ     46

ま
みらいのカタチ     36･114

や
役員体制     96
有価証券含み損益相当額     23

ら
リスク管理体制     92
リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメント     46
リライアンス・ニッポンライフ・インシュアランス     44
劣後債     51･143
ロングドリームGOLD     38

英字
ATM     43
ChouChou!（シュシュ）     37
CSR重要課題     13
ERM      50
ESG投融資     34
Gran Age（グラン エイジ）     36･39
LGBT     71
MLC Limited     44
N-コンシェルジュ     119
Wellness-dial f     115
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※ プライバシー保護のため、お問合せは契約者ご本人からお願いいたします。
※ お電話をいただく際には、契約番号（証券記号番号）をお知らせください。
※ ニッセイコールセンターへのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実などの観点から、
 録音させていただきますので、あらかじめご了承ください。

全国の支社紹介やCSR活動等、当社に関する様々な情報をお届けしています。

※ ご住所の変更等のお手続きやご契約内容の照会、資料請求、ご相談等を受付けています。

最寄のニッセイ・ライフプラザにつきましては、P111～P113をご覧ください。

受付時間  月～金曜日 9：00～18：00  土曜日 9：00～17：00（祝日、12/31～1/3は除きます。）

日本生命

＜電話でのお問合せ＞

日本生命オフィシャル Facebookページをご覧ください。

＜インターネットでのお問合せ＞

＜窓口でのお問合せ＞

http://www.facebook.com/nihonseimei

［ニッセイコールセンター］ 0120-201-021

生命保険のお手続きやお問合せにつきましては




